
 

 

 

 

 

 
さわやかな季節となりました。4 月 6 日（金）に 219 名の１年生を迎え，１か月が

経ちました。現在，学年ごとに新体力テストをしています。  
連休明けから，6 月 3 日（日）の運動会に向け，練習を開始します。過ごしやすい

季節ですが，家庭においても睡眠を十分とらせるなど，健康管理に気をつけてくださ
い。 

 
 
＜保護者との連携＞ 
 
 保護者との連携を一層密にしていくために,本年度から授業参観や懇談会について，
次のように計画しています。 
 
 
授業参観（毎月 1 回程度），学級懇談会（年 4 回程度） 
 授業参観は，児童の学習の様子や学習内容などを知らせるために行っています。授
業の学習内容については，本年度から参観者に「学習の流れ」を配付しています。  
 学級懇談会は，児童の日々の学校での様子を具体的に知ってもらうとともに，学年・
学級での取組などについて伝え，本校の教育活動を理解してもらうことをねらいに行
います。  
 授業参観のみの場合と，授業参観後に学級懇談会をする場合があります。  
 
 
中間個人懇談会（年 2 回） 
 7 月と 12 月に行います。中間個人懇談会は，保護者・担任・児童による三者懇談会
を予定しています。 
 7 月の中間個人懇談会は 4 月から 7 月まで，12 月の中間個人懇談会は 9 月から 12
月までの学習や生活などについて，資料をもとに三者で話し合います。成果や課題を
明らかにし,夏季休業中を学習意欲やめあてをもって過ごすこと（学びの継続）ができ
るようにしていきます。 
 
 
期末懇談会（年 2 回） 
 10 月と 3 月に行います。個人懇談会は，保護者・担任による二者懇談会を予定して
います。 
 「よい子のあゆみ」をもとに，学期ごとの成果と課題について話し合います。学期
末・学年末にあたり，担任が学習や学校生活の様子を話したり，保護者から家庭での
様子を聞いたりすることによって，学校と家庭が連携して，児童の成長を支援してい
きます。 
  
 くわしい日程につきましては,後日お知らせします。 

                      （担当 教務主任 片岡美佐子） 
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〈寺岡学校安全指導員〉 

＜携帯電話＞（校長，PTA 会長より） 
 広島県では,教育長会,校長会及び PTA 団体の代表で構成される「携帯電話等に係る
啓発活動推進会議」においては「学校には,携帯電話は必要ありません」と明言され,
下記の 4 つの提案をしています。 

1 学校には，携帯電話の持ち込みをやめましょう。 
2 学校では，発達段階に応じた情報モラル教育を徹底しましょう。 
3 家庭では，保護者が子どもの携帯電話に責任をもちましょう。 
4 家庭では，わが家の「ケイタイルール」を作りましょう。 
本校でも，携帯電話の学校への持ち込みは原則として禁止しています。また，児童

の発達段階に応じて「情報モラル教育」を実施しています。  
 
 

＜宇品安心メール＞（校長，PTA 会長より） 
 4 月 21 日（土）正午に「テスト配信」をしました。引き続き，学校（担任）から未
加入の家庭に個別に連絡し，登録をすすめています。  

しかし,4 月 27 日（金）現在,「1 割弱の世帯が未加入」です。児童の安全確保のた
め，早急に登録をお願いします。不明な点がありましたら，遠慮なく担任におたずね
ください。  

 
 

＜寺岡学校安全指導員＞  
 「学校だより 4 月号」でもお知らせしましたように，
月に 2 度来校し，児童の安全を見守っています。 
 
 
＜ふれあいひろば推進員＞ 
 ふれあいひろば推進員は，校内において，不登校傾向
児童に対して相談活動等の支援を行っています。また，
不登校・不登校傾向児童の家庭を訪問し，児童や保護者
の相談に応じています。 
 
 
＜委員会活動＞ 
 本校では，5・6 年生児童が 10 の委員会に分れて，自分たちの学校生活を向上発展
させ，より豊かにしていくために活動しています。  
 教師の指導助言の下，学校生活をより楽しく豊かなものにするために，児童の発意・
発想を生かし，創意工夫して委員会活動，集会活動などが円滑に行われるようにする
ことを大切にしています。 
 
 

児童運営員会 ・・・児童会活動の計画・立案 
保健委員会  ・・・石けん配付,健康診断準備・片付け・手伝い,ポスター作り 
飼育園芸委員会・・・学校園の草花の世話,飼育小屋の清掃 
放送委員会  ・・・朝と清掃の放送,給食放送 
図書委員会  ・・・本の貸し出し・修理･整頓 
生活委員会  ・・・牛乳パックの回収,生活指導に関わるポスターの作成・回収 
体育委員会  ・・・体育倉庫の開閉・整頓,運動用具の貸し出し,外遊び週間の取組 
給食委員会  ・・・給食準備後片付けの世話,ポスター作り 
美化委員会  ・・・掃除ロッカー点検,ごみ始末の手伝い,美化ポスター作成・回収 
掲示委員会  ・・・掲示板・黒板の掲示物作成,新聞作り 
 



＜朝会＞ 
 本校では原則として火曜日に，「学校朝会」「体育朝会」「児童朝会」を行っています。 
主な内容は次のとおりです。 
「学校朝会」は校長の話，各担当者からの話，校歌斉唱など。 
「体育朝会」は集団行動，行進練習，ラジオ体操，なわとびなど。 
「児童朝会」は委員会のお知らせなど。 
 
＜5 月 9 日（水）から日課表変更＞ 

給食を食べる時間を「20 分間確保」できるよう，給食時間を 5 分間延長するなど，
5 月 9 日（水）から日課表を一部変更します。 

詳細については，別紙裏面に掲載しています。 
 
＜基準服＞ 
 「学校だより 4 月号」では，シャツについて「白っぽいもの（Ｔシャツ可）」と掲載
しましたが,すでに各家庭に配付した「学校生活のきまり」のように，「白」に統一し
ます。また，「プリーツ」「ボックスプリーツ」については何れでも結構です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大雨による被害に備えて  

 

南消防署水上出張所  
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（「学校生活のきまり」からの抜粋）  

 

 


